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令和８年５月 19日、家畜伝染病予防法が改正され、ワクチン接種

地域（北海道を除く 46 都府県）においては、豚熱の殺処分範囲の見

直しを行い、まん延防止のために必要な豚のみを殺処分する、選択的

殺処分が導入されました。 

選択的殺処分が導入された後も、豚熱対策は、➀適時・適切なワク

チン接種と②飼養衛生管理の徹底の両輪による対策が重要です！ 
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